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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部通信装置から無線通信にて画像データを受信する画像データ処理装置において、
　表示画面と、
　上記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像
データの受信の完了を検知する通信検知部と、
　上記通信検知部により画像データの受信の完了が検知される度に、当該画像データの画
像を上記表示画面に表示する表示制御部と、
　上記外部通信装置から受信した画像データの数を、当該画像データ処理装置の起動時か
らカウントし始める画像数カウント部と、を備え、
　上記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データとして、１つの画像を構成
する画像データを受信し、
　上記表示制御部は、上記通信検知部により画像データの受信の完了が検知されると、上
記画像数カウント部にてカウントされた上記起動時から当該検知までに受信した画像デー
タの総数を上記表示画面に表示することを特徴とする画像データ処理装置。
【請求項２】
　画像データからサムネイル画像を取得あるいは生成するサムネイル生成部を備え、
　上記表示制御部は、上記画像データの画像として、当該画像データのサムネイル画像を
上記表示画面に表示することを特徴とする請求項１に記載の画像データ処理装置。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の画像データ処理装置と、上記画像データを印刷処理する画像
形成装置とを含む画像形成システム。
【請求項４】
　外部通信装置から無線通信にて画像データを受信する画像データ処理装置での画像デー
タ処理方法において、
　上記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像
データの受信の完了を検知する通信検知ステップと、
　上記通信検知ステップにて画像データの受信の完了が検知される度に、当該画像データ
の画像を表示画面に表示する表示ステップと、
　上記外部通信装置から受信した画像データの数を、上記画像データ処理装置の起動時か
らカウントし始める画像数カウントステップと、を含み、
　上記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データとして、１つの画像を構成
する画像データを受信し、
　上記表示ステップでは、上記通信検知ステップにて画像データの受信の完了が検知され
ると、上記画像数カウントステップにてカウントされた上記起動時から当該検知までに受
信した画像データの総数を上記表示画面に表示することを特徴とする画像データ処理方法
。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の画像データ処理装置を動作させるプログラムであって、コン
ピュータを上記画像データ処理装置の各部として機能させるための画像データ処理プログ
ラム。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像データ処理プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部通信装置から無線通信により受信した画像データを処理する画像データ
処理装置、画像形成システム、画像データ処理方法、画像データ処理プログラム及びコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近の携帯電話機にはカメラ機能を備えたものがあり、撮影した画像を携帯電話機が有
する記憶装置やメモリカード等の補助記憶装置に画像データとして保存することができる
。ユーザがこの携帯電話機に保存された画像データに基づく画像を、写真シートや用紙等
の記録媒体（以下ではシート状媒体とする）上に形成したい場合には、例えば、補助記憶
装置を画像形成装置に装填して、シート状記録媒体に画像を形成したり、専用のアダプタ
を使用して携帯電話機を画像形成装置に接続し、画像形成装置上で画像を得て、シート状
媒体に画像を形成したりしている。このように携帯電話機が有する記憶装置や補助記憶装
置に画像データが記録されてさえいれば、何枚ものシート状媒体にいくつもの画像の形成
を行える。
【０００３】
　しかしながら、わざわざ補助記憶装置やアダプタを使用しなくても、携帯電話機を操作
するだけでシート状媒体に画像の形成を行えると、携帯電話機のユーザにとって使い勝手
がよい。
【０００４】
　そこで、画像形成装置の中には、簡単な操作で画像形成を行えるにように工夫を施した
ものがある。例えば、特許文献１には、ＩｒＤＡ規格に準拠した赤外線通信により画像デ
ータが送信されると、受光素子を介してその画像データを受信するプリンタが開示されて
いる。また、例えば、特許文献２には、サーバからダウンロードした画像データを液晶表
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示部に表示する画像通信装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１４２３４号公報（平成１７年１月２０日公開）
【特許文献２】特開２００４－１４７２２４号公報（平成１６年５月２０日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の従来技術では、携帯電話機から画像形成装置へ赤外線通信やその他の無線通信で
画像データを１つずつ繰り返しの操作で送信することが可能である。しかしながら、画像
データを１つ（１枚）ずつ繰り返しの操作で送信した場合に、送信した画像データが送信
元の指定した画像であるか否かを直ぐに確認することはできなかった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、外部通信装置から
無線通信で送信した画像データを直ちに確認することができる画像データ処理装置等を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る画像データ処理装置は、上記課題を解決するために、外部通信装置から無
線通信にて画像データを受信する画像データ処理装置において、表示画面と、上記外部通
信装置から連続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像データの受信
の完了を検知する通信検知部と、上記通信検知部により画像データの受信の完了が検知さ
れる度に、当該画像データの画像を表示する表示制御部と、を備えたことを特徴としてい
る。
【０００８】
　上記構成によると、毎回、外部通信装置から連続して送信される一連の画像データの受
信完了後に、受信した画像データの画像を表示画面に表示する。よって、送信元の外部通
信装置のユーザは、送信した画像データが正しく指定したデータであるかを、毎回、画像
データの送信後に直ちに確認することができる。よって、ユーザの使い勝手のよい、利便
性が向上した画像データ処理装置を提供することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る画像データ処理装置は、上記課題を解決するために、外部通信装置
から無線通信にて画像データを受信する画像データ処理装置において、表示画面と、上記
外部通信装置から連続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像データ
の受信の完了を検知する通信検知部と、上記通信検知部により画像データの受信の完了が
検知される度に、当該画像データのファイル名を表示する表示制御部と、を備えたことを
特徴としている。
【００１０】
　上記構成によると、毎回、外部通信装置から連続して送信される一連の画像データの受
信完了後に、受信した画像データのファイル名を表示画面に表示する。よって、送信元の
外部通信装置のユーザは、送信した画像データが正しく指定したデータであるかを、毎回
、画像データの送信後にそのファイル名にて、直ちに確認することができる。よって、ユ
ーザの使い勝手のよい、利便性が向上した画像データ処理装置を提供することができる。
【００１１】
　本発明に係る画像データ処理装置は、上記構成に加え、上記外部通信装置から連続して
送信される一連の画像データとして、１つの画像を構成する画像データを受信してもよい
。
【００１２】
　特に、上記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データとして、１つの画像
を構成する画像データを送る場合、つまり、１回の通信にて１つの画像データを送信する
場合には、送信元の送信画像の選択ミス等により、同じ画像を送ったり送信間違いが起き
やすい。しかし、上記構成によると、毎回、外部通信装置から連続して送信される一連の



(4) JP 4987818 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

画像データの受信完了後に画像が表示され、直ちに確認することができる。
【００１３】
　本発明に係る画像データ処理装置は、上記構成に加え、画像データからサムネイル画像
を生成するサムネイル生成部を備え、上記表示制御部は、上記画像データの画像として、
当該画像データのサムネイル画像を上記表示画面に表示してもよい。
【００１４】
　上記構成によると、毎回、画像データの受信完了後に、受信した画像データのサムネイ
ル画像を表示画面に表示する。よって、送信元の外部通信装置のユーザは、このサムネイ
ル画像にて、送信した画像データを直ちに確認することができる。なお、画像データにサ
ムネイル画像が含まれている場合には、画像データからサムネイル画像を取得することで
、サムネイル画像を生成する。
【００１５】
　本発明に係る画像データ処理装置は、上記構成に加え、外部通信装置から受信した画像
データの数を、当該画像データ処理装置の起動時からカウントし始める画像数カウント部
を備え、上記表示制御部は、上記通信検知部により画像データの受信の完了が検知される
と、上記起動時から当該検知までに受信した画像データの総数を表示画面に表示してもよ
い。
【００１６】
　上記構成によると、画像データ処理装置の起動時から受信した画像データ数を数え、通
信検知部により画像データの受信の完了が検知されると、起動時から当該検知までに受信
した画像データの総数を表示画面に表示する。よって、ユーザは、毎回、外部通信装置か
ら連続して送信される一連の画像データの送信完了後に、画像データ処理装置の起動して
からそれまでにいくつ（何枚）の画像を送信したかを確認することができる。
【００１７】
　本発明に係る画像形成システムは、上記課題を解決するために、上記何れか１つの上記
画像データ処理装置と、上記画像データを印刷処理する画像形成装置とを備えていること
を特徴としている。上記構成によると、本発明に係る画像データ処理装置を備えているた
め、外部通信装置から連続して送信される一連の画像データを、毎回、画像データの送信
後に表示画面にて確認することができる。よって、ユーザの使い勝手のよい、利便性を向
上させた画像形成システムを提供することができる。
【００１８】
　本発明に係る画像データ処理方法は、上記課題を解決するために、外部通信装置から無
線通信にて画像データを受信する画像データ処理方法において、上記外部通信装置から連
続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像データの受信の完了を検知
する通信検知ステップと、上記通信検知ステップにて画像データの受信の完了が検知され
る度に、当該画像データの画像を表示画面に表示する表示ステップと、を含むことを特徴
としている。
【００１９】
　上記方法によると、上記画像データ処理装置と同様の効果を奏し、送信元の外部通信装
置のユーザは、送信した画像データが正しく指定したデータであるかを、毎回、連続して
送信する一連の画像データの送信後に直ちに確認することができる。
【００２０】
　本発明に係る画像データ処理方法は、上記課題を解決するために、外部通信装置から無
線通信にて画像データを受信する画像データ処理方法において、上記外部通信装置から連
続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像データの受信の完了を検知
する通信検知ステップと、上記通信検知ステップにて画像データの受信の完了が検知され
る度に、当該画像データのファイル名を表示画面に表示する表示ステップと、を含むこと
を特徴としている。
【００２１】
　上記方法によると、上記画像データ処理装置と同様の効果を奏し、送信元の外部通信装
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置のユーザは、送信した画像データが正しく指定したデータであるかを、毎回、連続して
送信する一連の画像データの送信後に、そのファイル名にて直ちに確認することができる
。
【００２２】
　また、本発明に係る画像データ処理装置は、コンピュータによって実現してもよく、こ
の場合には、コンピュータを上記画像データ処理装置における上記各部として動作させる
ことにより上記画像データ処理装置をコンピュータにて実現させる画像データ処理プログ
ラム、及びその画像データ処理プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体も
、本発明の範疇に入る。
【００２３】
　これらの構成によれば、上記画像データ処理プログラムを、コンピュータに読み取り実
行させることによって、上記画像データ処理装置と同一の作用効果を実現することができ
る。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る画像データ処理装置は、以上のように、表示画面と、上記外部通信装置上
記外部通信装置から連続して送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像デー
タの受信の完了を検知する通信検知部と、上記通信検知部により画像データの受信の完了
が検知される度に、当該画像データの画像を表示する表示制御部と、を備えている。
【００２５】
　また、本発明に係る画像データ処理装置は、表示画面と、上記外部通信装置から連続し
て送信される一連の画像データを受信する毎に、当該画像データの受信の完了を検知する
通信検知部と、上記通信検知部により画像データの受信の完了が検知される度に、当該画
像データのファイル名を表示する表示制御部と、を備えている。
【００２６】
　上記構成によると、毎回、外部通信装置から連続して送信される一連の画像データの受
信完了後に、受信した画像データの画像あるいは画像データのファイル名を表示画面に表
示する。よって、送信元の外部通信装置のユーザは、送信した画像データが、正しく指定
したデータであるかを、毎回、画像データの送信後に直ちに確認することができる。よっ
て、ユーザの使い勝手のよい、利便性が向上した画像データ処理装置を提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の一実施形態について図１～１４に基づいて説明する。図２は本実施形態に係る
画像形成システム１００の構成図である。画像形成システム１００は、カラー画像を印刷
可能な画像形成装置（カラー複合機）１と、情報処理装置（画像データ処理装置）２と、
を含んでいる。本実施形態では、情報処理装置２は、画像形成装置１とＬＡＮケーブルで
接続されているものとするが、接続の形態は限定されず、また、画像形成装置１が情報処
理装置２の機能を含んでいる構成であってもよい。情報処理装置２は、赤外線通信装置（
外部通信装置）３と赤外線通信を行えるようになっており、赤外線通信装置３から赤外線
にて送信された写真などの画像データを受信することができる。本実形態では、赤外線通
信装置３は携帯電話機として説明するが、赤外線通信機能を有する装置であれば、携帯電
話機に限定されない。
【００２８】
　（情報処理装置）
　図１は、情報処理装置２の内部構成を示すブロック図である。図１に示すように、情報
処理装置２は、情報処理装置２にて実行されるプログラムを記憶する記憶部２４と、記憶
部２４に記憶されているプログラムを呼び出して実行することで情報処理装置２の全体を
制御し所望の機能を実現する中央演算処理部２３と、中央演算処理部２３に接続されたバ
ス５３と、表示インタフェース１９と、表示インタフェース１９に接続された表示部用コ
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ネクタ１８と、表示部用コネクタ１８に接続された表示部（表示画面）１７と、外部装置
との通信を制御する通信インタフェース２１と、通信インタフェース２１に接続された通
信コネクタ２０と、ＵＳＢインタフェース２９と、ＵＳＢインタフェース２９に接続され
た赤外線受信部３０、タッチパネル操作部３１、メディアスロット部３２と、赤外線通信
装置３から受信した画像データを一時的に保存する一時記憶部（ＲＡＭ）２２と、を有し
ている。
【００２９】
　赤外線受信部３０は赤外線通信装置３から画像データを受信するブロックである。表示
部は、ユーザが操作するキーやユーザへのメッセージ等を表示するブロックであり、タッ
チパネル操作部３１は、表示部に表示されたキー操作を受付けるブロックである。このよ
うに、表示部１７とタッチパネル操作部３１とからタッチパネルが構成される。メディア
スロット部３２は、ＳＤカード、ｍｉｎｉＳＤカード、ｍｉｃｒｏＳＤカード、メモリス
ティック（登録商標）、メモリスティック（登録商標）ＰＲＯ、メモリスティック（登録
商標）デュオ／ＰＲＯデュオ、メモリスティックマイクロ（登録商標）、コンパクトフラ
ッシュ（登録商標）、マイクロドライブ（登録商標）、ｘＤピクチャーカード（登録商標
）、ＵＳＢメモリなどを装填するブロックである。
【００３０】
　中央演算処理部２３は、赤外線通信装置３から連続して送信される一連の画像データを
受信する毎に、当該画像データの受信の完了を検知する通信検知部２３１と、通信検知部
により画像データの受信の完了が検知される度に、当該画像データの画像および当該画像
データのファイル名の少なくとも一方を表示部１７に表示する表示制御部２３２とを備え
ている。本実施形態では、赤外線通信装置３から連続して送信される一連の画像データと
して、１つの画像を構成する画像データを受信する。つまり、１回の赤外線通信で１つ（
１枚）の画像データを受信するようになっている。また、画像データからサムネイル画像
を取得あるいは生成するサムネイル生成部２３３を備えており、本実施形態では、表示部
１７に表示する画像データの画像として、この画像データのサムネイル画像を表示する。
また、情報処理装置２が受信した画像データの数を、情報処理装置２の起動時（以下で説
明する図５のＳ２０２）からカウントし始める画像数カウント部２３４を備えている。そ
して、表示制御部２３２は、通信検知部２３１により画像データの受信の完了が検知され
ると、情報処理装置２の起動からそのときの検知までの間に受信した画像データの総数を
表示部１７に表示する。
【００３１】
　記憶部２４は、印刷指示を受けると画像データから印刷画像データを作成し画像形成装
置１に向けデータを送信するプリンタドライバソフトウエア２６と、赤外線通信装置３と
の通信で画像データを受信する赤外線受信プログラム２５と、画像形成装置１との通信を
行うＭＦＰ通信プログラム２７と、画像データに日付等を付加するプリントプログラム２
８とを記憶している。
【００３２】
　記憶部２４、通信インタフェース２１、表示インタフェース１９、一時記憶部（ＲＡＭ
）２２及びＵＳＢインタフェース２９は、バス５３を介して接続されており、各部に対す
る制御は中央演算処理部２３により行なわれる。
【００３３】
　（画像形成装置）
　図３は、画像形成装置１の内部構成を示すブロック図である。図３に示すように、画像
形成装置１は、画像形成装置１の全体を制御する制御部５０と、制御部５０に接続された
バス５１と、原稿載置台上に置かれた原稿を走査して光学的に読取るための原稿走査部４
と、原稿走査部４で読取った光学信号を変換して画像データを生成する読取画像データ生
成部５と、入力された画像データの印刷処理を制御するための印刷制御部６と、印刷制御
部６から入力された画像データを紙媒体に印刷するための画像形成部７と、原稿読取及び
印刷処理に関する情報等を表示する表示部１０とを含む。画像形成装置１はさらに、ユー
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ザからの操作指示を受付けて制御部５０に渡す操作部１１と、外部装置との通信を制御す
るための通信インタフェース１２と、通信インタフェース１２に接続された通信コネクタ
１３と、画像形成装置１の消費電力の検知、待機状態への設定及び、電源オフなどを制御
するための電力制御部１５と、電力制御部１５に接続された電源コネクタ１４と、読取っ
た又は受信した画像データを一時的に格納するための一時記憶部１６と、画像形成装置１
で実行される各種プログラムを格納するための記憶部８と、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ
　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カードなどの記憶補助装置に記録された情報を読み取り制御部５０に
渡すための記憶媒体読取部９とを含む。原稿走査部４、読取画像データ生成部５、印刷制
御部６、画像形成部７、記憶部８、記憶媒体読取部９、表示部１０、操作部１１、通信イ
ンタフェース１２、電力制御部１５及び一時記憶部１６はバス５１を介して接続されてお
り、各部に対する制御は、制御部５０により行なわれる。
【００３４】
　画像形成装置１は、情報処理装置から受け取った印刷画像データを印刷処理する。写真
プリントの指示があれば、写真シートへの印刷処理を行う。
【００３５】
　（赤外線通信装置）
　図４は、赤外線通信装置３の構成を示すブロック図である。図４に示すように、赤外線
通信装置３は、赤外線通信装置３内で実行されるプログラムおよび写真などの画像データ
を記憶する記憶部３９と、記憶部３９に記憶されているプログラムを呼出して実行するこ
とにより赤外線通信装置３の全体を制御し所望の機能を実現する中央演算処理部３８と、
中央演算処理部３８に接続されたバス５５と、表示インタフェース３４と、表示インタフ
ェース接続された表示部３３と、通信処理部３６と、通信処理部３６に接続された通信ア
ンテナ３５と、記憶部３９に記憶された画像データを送信時に一時的に記憶する一時記憶
部３７と、一時記憶部３７に記憶された画像データを外部に送信する赤外線通信部４０と
、どの画像データを送信するかを選択するためのキー入力部４１と、ＳＤカード等の補助
記憶装置を挿入する部分のメディアスロット部４２とを含む。記憶部３９、通信処理部３
６、表示インタフェース３４、赤外線通信部４０、一時記憶部３７、キー入力部４１及び
メディアスロット部４２はバス５５を介して接続されており、各部に対する制御は中央演
算処理部３８により行なわれる。
【００３６】
　（赤外線通信処理）
　次に、本実施形態の画像形成システム１００での処理の流れを、図５に示すフローチャ
ートを使用して説明する。
【００３７】
　まず、画像形成装置１が起動する（Ｓ１０１）と、画像形成装置１の表示部１０には初
期画面として図６に示すようなサービス開始画面が表示される。画像形成装置１の起動に
は、例えば、電源を入れる、あるいは、ユーザが表示部（タッチパネル）１７をタッチす
る、あるいは図示しない硬貨投入口からユーザによる支払いが行われる、こと等がトリガ
ーとなってもよい。
【００３８】
　本実施形態では、サービス開始画面には、コピー、ファックス、デジタル画像プリント
、Ｌ判写真プリント、および表示に使用する言語（Language）などの選択可能な機能を示
すキーが表示される。画像形成装置１は、これら各キーの中からユーザにより選択された
キーに対応する機能を受け付け（Ｓ１０２）、その機能の情報を情報処理装置２に送信す
る（Ｓ１０３）。その後、表示部１０では、図７に示す、機能選択後のユーザへの指示画
面が表示される（Ｓ１０４）。本実施形態の画像形成装置１では、画像形成装置１の右側
に情報処理装置２がＬＡＮケーブルにて接続され設置されているものとする。そこで、指
示画面では、本体右側にある情報処理装置２にての操作をユーザに促す表示を行う。なお
、画像形成装置の表示部１０では、以降の情報処理装置２での処理中は、図７に示す指示
画面の表示が維持される。
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【００３９】
　他方、情報処理装置２は画像形成装置１の電源を入れたときに画像形成装置１から電力
が供給され、図８に示すような初期画面が表示される（Ｓ２０１）。この初期画面では、
画像形成装置１での操作の開始をユーザに促す表示を行う。
【００４０】
　以降の説明では、画像形成装置１が、Ｓ１０２で、Ｌ判写真プリントの機能を受け付け
た場合について説明する。
【００４１】
　情報処理装置２は、画像形成装置１から選択された機能の情報（Ｌ判写真プリント）が
通知されると、選択された機能における情報処理装置２が受け持つ機能を起動し（Ｓ２０
２）、表示部１７に、図９に示すようなメディア選択画面を表示する（Ｓ２０３）。この
メディア選択画面では、各種メディアを示すキーとメディアの選択を促すメッセージとを
表示する。本実施形態では、情報処理装置２で使用可能なメディアは、ＳＤカード、ｍｉ
ｎｉＳＤカード、ｍｉｃｒｏＳＤカード、メモリスティック（登録商標）、メモリスティ
ック（登録商標）ＰＲＯ、メモリスティック（登録商標）デュオ／ＰＲＯデュオ、メモリ
スティックマイクロ（登録商標）、コンパクトフラッシュ（登録商標）、マイクロドライ
ブ（登録商標）、ｘＤピクチャーカード（登録商標）、赤外線通信、ＵＳＢメモリであり
、対応する各種キーが表示される。これら以外のメディアがあってもよい。
【００４２】
　以下の説明では、情報処理装置２が、Ｓ２０３で、ユーザから、表示された各種メディ
アのキーのうちの１つである「赤外線通信」の選択を受付けた場合について説明する。情
報処理装置２は、赤外線通信の選択を受付けると、表示部１７に、赤外線での通信の開始
を指示する図１０に示すような赤外線通信開始画面を表示し、データ受信待ち状態に遷移
する（Ｓ２０４）。赤外線通信開始画面では、ユーザが理解しやすいように画像データの
受信待ち状態の情報処理装置２の赤外線受信部３０に赤外線通信装置（携帯電話機）３を
向け、ユーザが赤外線通信装置３を操作して画像データを送る様子を表示する。
【００４３】
　ユーザが赤外線通信装置３を操作して画像データの送信を開始すると（Ｓ３０１）、情
報処理装置２の表示部１７に、赤外線通信中であることを示す図１１に示すような赤外線
通信中画面を表示する（Ｓ２０５）。この赤外線通信中画面では、ユーザが理解しやすい
ように通信中であることを示すメッセージと、一つの画像データの受信量に応じて変化す
る０～１００％の進捗状況を示すプログレスバーを表示する。情報処理装置２は、通信中
は、通信エラーが発生したかを判断し（Ｓ２０６）、通信エラーが発生していないと（Ｓ
２０６においてＮＯ）、赤外線通信が完了したかを判定し（Ｓ２０７）、赤外線通信が完
了していないと（Ｓ２０７においてＮＯ）、プログレスバーを更新して（Ｓ２０８）、Ｓ
２０６から繰り返す。
【００４４】
　通信中に通信エラーが発生すると（Ｓ２０６においてＹＥＳ）、表示部１７に図１２（
ａ）または（ｂ）に示す通信エラー表示画面を表示し（Ｓ２０９）、表示に基づくユーザ
指示を受付ける（Ｓ２１０）。図１２（ａ）に示すエラー表示画面は、画像データを１つ
も読み取っていないときの画面であり、図１２（ｂ）は、画像データを１つ以上読み込ん
でいるときの画面である。図１２（ａ）に示す通信エラー画面では、通信ができなかった
ことを示すメッセージと共に、処理を中止するか再読み込みをするかを選択させるキーが
表示される。ユーザが、中止することを選択するキーを操作する（Ｓ２１０で中止の指示
を受付ける）と、情報処理装置２は、Ｓ２０１の初期画面の表示に戻る。ユーザが再読み
込みを選択するキーを操作する（Ｓ２１０で再読み込みの指示を受付ける）と、情報処理
装置２は、Ｓ２０４から処理を繰り返す。
【００４５】
　図１２（ｂ）に示す通信エラー画面は、情報処理装置２が２つの画像データを読み込ん
でおり、３つ目の画像データの赤外線通信に失敗した例であり、通信エラー画面には、通



(9) JP 4987818 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

信できなかっことと、読み込み完了しているのは２つであることを示すメッセージが表示
される。また、通信を終了して次に進むか再読み込みをするかを選択させるキーが表示さ
れる。さらに、処理を中止することを選択させるキーも表示する。ユーザが、通信を終了
して次画面に進むことを選択するキーを操作する（Ｓ２１０で次画面に進む指示を受付け
る）と、情報処理装置２は、表示部１７に、図１３（ａ）に示すようなプリント画像選択
画面を表示する（Ｓ２１５）。ユーザが再読み込みを選択するキーを操作する（Ｓ２１０
で再読み込みの指示を受付ける）と、情報処理装置２は、Ｓ２０４から処理を繰り返し、
中止することを選択するキーを操作する（Ｓ２１０で中止の指示を受付ける）と、情報処
理装置２は、Ｓ２０１の初期画面の表示に戻る。
【００４６】
　１つのデータを受信する赤外線通信が完了すると（Ｓ２０７においてＹＥＳ）、受信し
たデータが画像データあるかを判断する（Ｓ２１１）。これは、受信したデータが、例え
ば住所録のデータの場合等があるからである。受信したデータが住所録データ等の画像デ
ータ以外のデータであると（Ｓ２１１においてＮＯ）、Ｓ２０９に戻り、図１２（ａ）ま
たは（ｂ）に示す通信エラー画面が表示される。受信したデータが画像データの場合（Ｓ
２１１においてＮＯ）、受信した画像データにサムネイル画像が含まれている場合にはそ
れを取得し、含まれていなければ受信した画像データからサムネイル画像を生成し、また
、画像データからファイル名を取得する（Ｓ２１２）。
【００４７】
　次に、表示部１７に、赤外線通信が完了したことを示す図１４に示すような通信完了画
面を表示する（Ｓ２１３）。この通信完了画面では、Ｓ２１２で取得あるいは生成したサ
ムネイル画像を表示する。サムネイル画像は表示画面の大きさに合わせて縮小されてもよ
い（例えば、160×120画素）。また、図１４では、サムネイル画像を通信完了画面の上に
表示しているが、表示位置は限定されない。よって、ユーザは、毎回データの送信完了後
に、送信したデータが、正しく指定した画像データであるかを確認することができる。さ
らに通信完了画面では、サムネイル画像の側に、画像データの送信が完了したことを示す
メッセージが側に表示されている。なお、ユーザ（赤外線通信装置３）にとってはデータ
の送信であるため、通信完了画面では送信が完了したこと示すユーザ向けメッセージを表
示しているが、情報処理装置２にとってはデータの受信である。
【００４８】
　また、通信完了画面では、サムネイル画像の指定する画像データのファイル名を表示す
る。図１４では、「DSCF0134.JPG」がファイル名である。このファイル名の表示により、
例えば似たような画像があったとしても、ユーザは送信した画像データの確認をより確実
に行える。
【００４９】
　また、通信完了画面では、総送信完了枚数を表示する。図１４では、１つの画像データ
の送信が完了していることを示す、「送信完了枚数：１枚」という表示がされている。情
報処理装置２は、総送信完了枚数は赤外線通信完了毎にカウントアップしていく。よって
、毎回赤外線の通信の完了後、画面の下部に総送信完了枚数が表示される。よって、ユー
ザは、処理を始めてからいままで画像データをいくつ送ったかを、確認することができる
。なお、画像形成システム１００は、総送信完了枚数は送信完了毎にカウントアップして
いき、印刷対象を一括して印刷できる最大数までカウントを続けるようになっている。
【００５０】
　また、通信完了画面には、赤外線通信を再度行うか否かをユーザに選択させるキーを表
示し（Ｓ２１４）、ユーザが赤外線通信を再度行うことを選択するキー（「続けて送信」
キー）を操作する（Ｓ２１４で赤外線通信を再度行う指示を受付ける）と、Ｓ２０４から
処理を繰り返す。ユーザが赤外線通信を再度行わず次画面に進むことを選択するキー（「
通信完了して次へ」キー）を操作する（Ｓ２１４で赤外線通信を再度行わない指示を受付
ける）と、情報処理装置２は、表示部１７に、ユーザに画像を選択させる図１３（ａ）に
示すようなプリント画像選択画面を表示する（Ｓ２１５）。
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【００５１】
　図１３（ａ）に示すプリント画像選択画面は、ユーザに写真プリント出力したい画像を
選択させる画面である。プリント画像選択画面では、情報処理装置２が読み込んだ画像の
サムネイル画像を表示する。また、プリント画像選択画面には、これらサムネイル画像を
、画像データを読み込んだ古い順に並び替えるためキー（「古い順」キー）、画像データ
を読み込んだ新しい順に並び替えるためキー（「新しい順」キー）、が表示され、ユーザ
によるサムネイル画像の並び替えが可能になっている。また、プリント画像選択画面には
、これらサムネイル画像から写真プリントしたい画像を選ぶ際に、全ての画像を一括して
選択できるキー（「すべて選択」キー）、画像の選択を解除するキー（「すべて解除」キ
ー）、が表示され、ユーザによるサムネイル画像の効率的な選択・解除が可能になってい
る。また、表示されたサムネイル画像の１つを選び拡大表示するためのキー（「拡大表示
」キー）を操作すると、画像を拡大表示されるようなっている。
【００５２】
　ここで、プリント画像選択画面が表示された段階で、追加して赤外線通信を行いたい（
追加の読み込みをしたい）とユーザが判断する場合もあるので、プリント画像選択画面で
は、追加して赤外線通信を行うためのキー（「追加取り込み」キー）を表示してもよい。
ユーザがこの「追加取り込み」キーを操作すると、追加して画像データを赤外線通信によ
り取り込むことが可能になり、図１３（ｂ）の追加取り込み画面が表示されるようになっ
ていてもよい。追加取り込み画面では、追加取り込みをするかを問うメッセージと共に、
追加して取り込むことを選択するキー（「はい」キー）と取り込まないことを選択するキ
ー（「いいえ」キー）とを表示する。また、プリント画像選択画面では、Ｓ２０３のメデ
ィア選択画面の表示に戻るためのキー（「もどる」キー）を表示してもよい。
【００５３】
　その後、情報処理装置２は、Ｓ２１５のプリント画像選択画面にてユーザが選択したサ
ムネイル画像に対応する画像データを、印刷用画像データにし、画像形成装置１に通知す
る（Ｓ２１６）。情報処理装置２からの通知を受け、画像形成装置１では、受信した画像
データを写真シートに印刷する写真プリント処理を行う（Ｓ１０５）。
【００５４】
　以上により、画像形成システム１００は、赤外線通信により受信した画像データを写真
シートにプリントする処理を終了する。
【００５５】
　なお、上記の説明では、赤外線通信装置３と情報処理装置２との通信は赤外線で行って
いるが、他の無線通信であってももちろん構わない。また、上記では、１回の通信接続に
つき画像データを１つ通信しているが、１回の通信接続で複数の画像データを通信できる
ようになっている場合、情報処理装置２は、受信した複数の画像データを通信完了画面で
表示する。
【００５６】
　以上のように、情報処理装置２では、毎回、赤外線通信装置３から連続して送信される
一連の画像データの受信完了後に、受信した画像データの画像あるいは画像データのファ
イル名を表示部１７に表示する。よって、送信元の赤外線通信装置３のユーザは、送信し
た画像データが、正しく指定したデータであるかを、毎回、画像データの送信後に直ちに
確認することができる。このように、情報処理装置２は、ユーザの使い勝手のよい、利便
性が向上したものである。
【００５７】
　本実施形態は、コンピュータに実行させるためのプログラムのプログラムコード（実行
形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）を記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に、上記画像データ処理を行う画像データ処理方法を記録するもの
とすることもできる。この結果、上記した圧縮処理を行う画像処理方法を行うプログラム
コードを記録した記録媒体を持ち運び自在に提供することができる。
【００５８】
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　なお、本実施の形態では、この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理が行わ
れるために図示していないメモリ、例えばROMのようなものそのものがプログラムメディ
アであってもよいし、また、図示していないが外部記憶装置としてプログラム読み取り装
置が設けられ、そこに記録媒体を挿入することで読み取り可能なプログラムメディアであ
ってもよい。
【００５９】
　いずれの場合においても、格納されているプログラムコードはマイクロプロセッサがア
クセスして実行させる構成であってもよいし、あるいは、いずれの場合もプログラムコー
ドを読み出し、読み出されたプログラムコードは、マイクロコンピュータの図示されてい
ないプログラム記憶エリアにダウンロードされて、そのプログラムコードが実行される方
式であってもよい。このダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納されているも
のとする。
【００６０】
　ここで、上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁
気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等の磁
気ディスクやCD－ROM／MO／MD／DVD等の光ディスクのディスク系、ICカード（メモリカー
ドを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクROM、EPROM（Erasable Programmabl
e Read Only Memory）、EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read Only Memor
y）、フラッシュROM等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムコードを担持する
媒体であってもよい。
【００６１】
　また、本実施形態では、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム
構成であってもよく、通信ネットワークからプログラムコードをダウンロードするように
流動的にプログラムコードを担持する媒体であってもよい。なお、このように通信ネット
ワークからプログラムコードをダウンロードする場合には、そのダウンロード用のプログ
ラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるも
のであっても良い。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化され
た、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。上記記録媒
体は、デジタルカラー画像形成装置やコンピュータシステムに備えられるプログラム読み
取り装置により読み取られることで上述した画像処理方法が実行される。
【００６２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、上述した実施形態において開示された各技術的手段を適宜組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、無線通信にて受信した画像データを印刷する画像形成装置に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の一実施形態の画像形成システムの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態の情報処理装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態の画像形成装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態の赤外線通信装置の内部構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態の画像形成システムでの処理の流れを示す図である。
【図６】上記画像形成装置での開始画面の一例を示す図である。
【図７】上記画像形成装置での機能選択後の画面の一例を示す図である。
【図８】上記情報処理装置での初期画面の一例を示す図である。
【図９】上記情報処理装置でのメディア選択画面の一例を示す図である。
【図１０】上記情報処理装置での赤外線通信開始画面の一例を示す図である。



(12) JP 4987818 B2 2012.7.25

10

20

【図１１】上記情報処理装置での赤外線通信中画面の一例を示す図である。
【図１２】（ａ）は、画像データを１つも読み取っていないときのエラー表示画面の一例
を示す図であり、（ｂ）は、画像データを１つ以上読み込んでいるときのエラー表示画面
の一例を示す図である。
【図１３】（ａ）は、上記情報処理装置でのプリント画像選択画面の一例を示す図であり
、（ｂ）は、プリント画像選択画面で再読み込みを選択させる画面の一例を示す図である
。
【図１４】上記情報処理装置での通信完了画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　画像形成装置
　２　　　情報処理装置（画像データ処理装置）
　３　　　赤外線通信装置（外部通信装置）
　１７　　表示部（表示画面）
　２３　　中央演算処理部
　３１　　タッチパネル
　２３１　通信検知部
　２３２　表示制御部
　２３３　サムネイル生成部
　２３４　画像数カウント部
　１００　画像形成システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１０】 【図１１】
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